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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノズルに連通する複数の加圧液室と、該加圧液室の配列方向に延在するように設
けられ、該加圧液室に連通して液体を供給する共通液室と、該ノズルから液滴を吐出する
よう該加圧液室に圧力変動を発生させる圧力発生手段と、上記加圧液室の壁面を形成する
振動板とを備えた液滴吐出ヘッドにおいて、
　上記共通液室は、該共通液室内に流れる液体の流れ方向下流側となる上記配列方向の端
部に行くに伴い該配列方向に直交する断面積が小さくなるよう内壁面を加圧液室側に接近
させるように形成した共通液室部分を有し、
　上記共通液室部分に対応した領域に、上記共通液室との連通部を上記振動板で閉鎖した
ダンパ用ダミー液室を設け、該連通部を閉鎖した部分の振動板を用いて、上記共通液室部
分の加圧液室側の壁面を変形可能に構成したことを特徴とする液滴吐出ヘッド。
【請求項２】
　請求項１の液滴吐出ヘッドにおいて、
　上記共通液室部分に対応した領域に、上記共通液室と連通する気泡排出用ダミー液室を
設けたことを特徴とする液滴吐出ヘッド。
【請求項３】
　請求項２の液滴吐出ヘッドにおいて、
　上記気泡排出用ダミー液室は、上記加圧液室が上記共通液室に連通する開口よりも大き
な開口を介して上記共通液室と連通することを特徴とする液滴吐出ヘッド。
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【請求項４】
　請求項１ないし３の何れかの液滴吐出ヘッドにおいて、
　上記ダンパ用ダミー液室を複数設け、該複数のダンパ用ダミー液室の上記共通液室との
連通部を連結して上記振動板で閉鎖したことを特徴とする液滴吐出ヘッド。
【請求項５】
　請求項２、請求項３、または、少なくとも請求項２を引用する態様の請求項４の何れか
の液滴吐出ヘッドにおいて、
　上記気泡排出用ダミー液室は、上記加圧液室に比べて上記共通液室との連通部からノズ
ルまでの流体抵抗が小さくなるように形成したことを特徴とする液滴吐出ヘッド。
【請求項６】
　請求項１ないし５の何れかの液滴吐出ヘッドにおいて、
　上記ダンパ用ダミー液室の内部の流路形状が該加圧液室の内部の流路形状と同じである
ことを特徴とする液滴吐出ヘッド。
【請求項７】
　請求項２、請求項３、または、少なくとも請求項２を引用する請求項４、請求項５もし
くは請求項６、の何れかの液滴吐出ヘッドにおいて、
　上記気泡排出用ダミー液室の内部の流路形状が該加圧液室の内部の流路形状と同じであ
ることを特徴とする液滴吐出ヘッド。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかの液滴吐出ヘッドと、該液滴吐出ヘッドのノズルから内部の液
体を吸引する吸引手段とを備えたことを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノズルから液滴を吐出する液滴吐出ヘッド、及び、この液滴吐出ヘッドを採
用した画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、プリンタ、ファックス、複写機、プロッタ、或いはこれらの内の複数の機能を
複合した画像形成装置としては、例えばインクの液滴（以下、インク滴という）を吐出す
る液滴吐出ヘッドを備えたインクジェット記録装置がある。インクジェット記録装置では
、媒体を搬送しながら液滴吐出ヘッドによりインク滴を用紙に付着させて画像形成を行う
。ここでの媒体は「用紙」ともいうが材質を限定するものではなく、被記録媒体、記録媒
体、転写材、記録紙なども同義で使用する。また、画像形成装置は、紙、糸、繊維、布帛
、皮革、金属、プラスチック、ガラス、木材、セラミックス等の媒体に液滴を吐出して画
像形成を行う装置を意味する。そして、画像形成とは、文字や図形等の意味を持つ画像を
媒体に対して付与することだけでなく、パターン等の意味を持たない画像を媒体に付与す
る（単に液滴を吐出する）ことをも意味する。また、インクとは、所謂インクに限るもの
ではなく、吐出されるときに液滴となるものであれば特に限定されるものではなく、例え
ばＤＮＡ試料、レジスト、パターン材料なども含まれる液体の総称として用いる。
【０００３】
　液滴吐出ヘッドは、複数のノズルが連通する複数の加圧液室（圧力室、吐出室、個別液
室、インク室等とも称される）と、各加圧液室に圧力変動を発生させる圧力発生手段と、
各加圧液室に連通して液体を供給する共通液室等を有している。インクジェット記録装置
のインクカートリッジから液滴吐出ヘッドの共通液室を介して各加圧液室にインクを供給
し、圧力発生手段を駆動して加圧液室に圧力変動を発生させることにより、ノズルからイ
ンク滴として吐出する。液滴吐出ヘッドとしては、記録に必要なときにのみ圧力発生手段
を駆動して、加圧液室内のインクを昇圧してノズルからインク滴を吐出するインク・オン
・デマンド方式のものが主流である。
【０００４】
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　液滴吐出ヘッドは各加圧液室に圧力変動を発生させる圧力発生手段の種類により、幾つ
かの方式に大別される。例えば、加圧液室の内部に発熱体を配置し、この発熱体に通電し
て発熱体を加熱することによって、加圧液室内のインクに気泡を発生させ、気泡の圧力に
より加圧液室内のインクを昇圧して液滴を吐出させるサーマル方式が広く知られている。
また、加圧液室の一壁面を振動板で構成して、振動板上に圧電素子を配置し、圧電素子に
駆動電圧を印加して圧電素子を変形させることで振動板を変形させ、これにより加圧液室
内のインクを昇圧して液滴を吐出させるピエゾ方式が広く知られている。この他に、加圧
液室の一壁面を振動板で構成し、振動板に対向して加圧液室外部に電極を配置し、電極と
の間に電界を形成して発生する静電力により振動板を変形させて、これにより加圧液室内
のインクを昇圧して液滴を吐出させる静電方式もある。
【０００５】
　液滴吐出ヘッドでは、加圧液室内で生じた圧力変動が連通する共通液室に伝播して、隣
接する加圧液室内のインクにも影響が及ぶ相互干渉（クロストーク）が発生し、吐出状態
が不安定になる場合がある。このようなクロストークを抑制するために、共通液室にダン
パ機構を設けて伝播した圧力変動を緩和することが知られている。
【０００６】
　また、液滴吐出ヘッドでは、インクカートリッジ等から共通液室内にインクを充填する
際にインクに気泡が混入し、圧力発生手段の駆動でインクを昇圧させても、混入した気泡
の存在によって所定の圧力にならずに吐出不良を引き起こす場合がある。このような吐出
不良を抑制するために、液滴吐出ヘッド内のインクに混入した気泡を排出することが不可
欠となる。特許文献１には、ノズルから液滴吐出ヘッド内のインクを吸引してインクとと
もに気泡を吸い出すことで気泡を排出する吸引手段を備えたインクジェット記録装置が記
載されている。また、この液滴吐出ヘッドは、共通液室の上側にダンパ機構を設けて、共
通液室内のクロストークを抑制している。
【０００７】
　また、特許文献２には、共通液室内のインクの流れ方向端部に向かって、共通液室の加
圧液室とは反対側の内壁面が加圧液室側に接近する形状の液滴吐出ヘッドが記載されてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１の液滴吐出ヘッドは、共通液室は加圧液室より重力方向上方で加圧液室の配
列方向に延在するように設けられており、配列方向中央部から共通液室に供給されたイン
クを共通液室内で配列方向端部に向けて流して、下方の加圧液室に供給する。加圧液室に
供給されたインクは、加圧液室の下面に設けられたノズルから重力方向下方に向けてイン
ク滴として吐出される。このように、ノズルから重力方向下方に向けてインク滴を吐出す
ることは、吐出したインク滴を確実に用紙に着弾させるうえで好ましい。
【０００９】
　この液滴吐出ヘッドでは、吸引手段によりノズルから重力方向下方に向けてインクを吸
引してインクより軽い気泡を排出することになり、良好な気泡排出性を得るには、気泡を
下方に向けて流し切るだけの流速を確保することが有効である。この液滴吐出ヘッドでは
、共通液室内のインクの流れ方向下流側となる配列方向端部（以下、単に端部という)に
向かって流路の幅が狭くなっており、配列方向に直交する断面積が端部に向かって小さく
なる。これにより、インクの流れ方向下流側で、流量が少なくなる共通液室の端部に押し
出された気泡を、下方に向けて流しきる流速を確保やすくして気泡排出性を向上させてい
る。しかし、端部に向かって流路の幅を狭くした形状の共通液室であっても、気泡が共通
液室の端部に押し出されてその上部に滞留してしまい、良好な気泡排出性が得られない場
合があった。
【００１０】
　特許文献２の液滴吐出ヘッドでは、端部に向かって加圧液室とは反対側の内壁面を加圧
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液室側に接近させることで、配列方向と直交する断面積を端部に向かって小さくして流速
を高めつつ、端部に押し出された気泡を上部に滞留させずに加圧液室側に流れ易くしてい
る。これにより、気泡排出性を向上させることができる。
【００１１】
　しかし、共通液室の端部で、加圧液室とは反対側の内壁面を加圧液室側に接近させると
、加圧液室から共通液室に伝播した圧力変動の反射が大きくなり、これに伴い端部におけ
るクロストークが大きくなり、端部において吐出状態が不安定になる。
【００１２】
　本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、良好な気泡排出性を得
ると共に、端部におけるクロストークを抑制することで、良好な吐出性能が得られる液滴
吐出ヘッドおよび画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、複数のノズルに連通する複数の加圧液
室と、該加圧液室の配列方向に延在するように設けられ、該加圧液室に連通して液体を供
給する共通液室と、該ノズルから液滴を吐出するよう該加圧液室に圧力変動を発生させる
圧力発生手段と、上記加圧液室の壁面を形成する振動板とを備えた液滴吐出ヘッドにおい
て、上記共通液室は、該共通液室内に流れる液体の流れ方向下流側となる上記配列方向の
端部に行くに伴い該配列方向に直交する断面積が小さくなるよう内壁面を加圧液室側に接
近させるように形成した共通液室部分を有し、上記共通液室部分に対応した領域に、上記
共通液室との連通部を上記振動板で閉鎖したダンパ用ダミー液室を設け、該連通部を閉鎖
した部分の振動板を用いて、上記共通液室部分の加圧液室側の壁面を変形可能に構成した
ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、良好な気泡排出性を得ると共に、端部におけるクロストークを抑制す
ることで、良好な吐出性能を得ることができるという優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態のインクジェット記録装置の構成を示す斜視図。
【図２】本実施形態のインクジェット記録装置の機構部の側面図。
【図３】本実施形態の液滴吐出ヘッドの一部分の断面説明図であり、（ａ）は幅方向の断
面説明図、（ｂ）はノズル列方向の断面説明図を示す。
【図４】本実施形態の液滴吐出ヘッドのインク滴吐出機構部分の製造工程を示す工程断面
図。
【図５】本実施形態の液滴吐出ヘッドのインク滴吐出機構部分の製造工程の図４以降の工
程を示す工程断面図。
【図６】本実施形態の液滴吐出ヘッドの他の一部分を構成する成形体の分解斜視図。
【図７】本実施形態の液滴吐出ヘッドの他の一部分を構成する成形体の断面図。
【図８】本実施形態の液滴吐出ヘッドのインク流路を模式的に示したノズル列方向の断面
説明図。
【図９】実施例１の液滴吐出ヘッドの加圧液室を振動板側から見た模式図。
【図１０】実施例２の液滴吐出ヘッドの加圧液室を振動板側から見た模式図。
【図１１】実施例３の液滴吐出ヘッドの加圧液室を振動板側から見た模式図。
【図１２】実施例４の液滴吐出ヘッドの加圧液室を振動板側から見た模式図。
【図１３】端部に狭窄部を設けた共通液室を備えた液滴吐出ヘッドにおける吐出状態の不
具合の一例の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を適用可能な画像形成装置の一実施形態としてのインクジェット記録装置
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について説明する。図１は本実施形態のインクジェット記録装置の構成を示す斜視図、図
２は本実施形態のインクジェット記録装置の機構部の側面図である。
【００１７】
　インクジェット記録装置１００は、キャリッジ１０１と、キャリッジ１０１に搭載した
液滴吐出ヘッド１と、液滴吐出ヘッド１に対してインクを供給するインクカートリッジ１
０２等で構成される印字機構部１０３を本体内部に有している。キャリッジ１０１は、イ
ンクジェット記録装置１００本体内部において、用紙Ｓの搬送方向に対して直交方向であ
る主走査方向に移動可能な部材である。
【００１８】
　図２に示すように、装置本体の下方部には前方側から多数枚の記録紙を積載可能な給紙
カセット（或いは給紙トレイでもよい）１０４を抜き差し自在に装着されている。更に、
記録紙を手差しで給紙するために開かれる手差しトレイ１０５を有し、給紙カセット１０
４あるいは手差しトレイ１０５から給送される記録紙を取り込む。そして、印字機構部１
０３によって所要の画像を記録した後、後面側に装着された排紙トレイ１０６に排紙する
。
【００１９】
　印字機構部１０３は、図示しない左右の側板に横架したガイド部材である主ガイドロッ
ド１０７と従ガイドロッド１０８とでキャリッジ１０１を主走査方向に摺動自在に保持す
る。そして、このキャリッジ１０１には、イエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ
）、ブラック（Ｂｋ）の各色のインク滴を吐出する液滴吐出ヘッド１を複数のインク吐出
口（後述する「ノズル１１」）を、主走査方向に対して直交する方向に配列している。さ
らには、キャリッジ１０１には、液滴吐出ヘッド１をインク滴吐出方向を下方に向けて装
着している。また、キャリッジ１０１には液滴吐出ヘッド１に各色のインクを供給するた
めの各インクカートリッジ１０２を交換可能に装着している。
【００２０】
　インクカートリッジ１０２は上方に大気と連通する大気口、下方には液滴吐出ヘッド１
へインクを供給する供給口が設けられ、内部にはインクが充填された多孔質体を有してい
る。多孔質体の毛管力により液滴吐出ヘッド１へ供給されるインクをわずかな負圧に維持
している。また、液滴吐出ヘッド１としては各色毎に液滴吐出ヘッドを用いているが、各
色のインク滴を吐出するノズルを有する１個の液滴吐出ヘッドでもよい。
【００２１】
　ここで、キャリッジ１０１は後方側（用紙搬送方向の下流側）を主ガイドロッド１０７
に摺動自在に嵌装し、前方側（用紙搬送方向の上流側）を従ガイドロッド１０８に摺動自
在に載置している。そして、このキャリッジ１０１を主走査方向に移動走査するため、主
走査モータ１０９ａで回転駆動される駆動プーリ１１０と従動プーリ１１１との間にタイ
ミングベルト１１２を張装している。そして、このタイミングベルト１１２をキャリッジ
１０１に固定し、主走査モータ１０９ａの正逆回転によりキャリッジ１０１が往復に走査
される。
【００２２】
　一方、給紙カセット１０４にセットした記録紙を液滴吐出ヘッド１の下方側に搬送する
。このために、給紙カセット１０４から記録紙を分離給装する給紙ローラ１１３及びフリ
クションパッド１１４と、記録紙を案内するガイド部材１１５とを有している。更には、
給紙された記録紙を反転させて搬送する搬送ローラ１１６と、この搬送ローラ１１６の周
面に押し付けられる搬送コロ１１７及び搬送ローラ１１６からの記録紙の送り出し角度を
規定する先端コロ１１８を有している。搬送ローラ１１６は副走査モータ１０９ｂによっ
てギヤ列を介して回転駆動される。
【００２３】
　そして、キャリッジ１０１の主走査方向の移動範囲に対応して搬送ローラ１１６から送
り出された記録紙を液滴吐出ヘッド１の下方側で案内するため用紙ガイド部材である印写
受け部材１１９を設けている。この印写受け部材１１９の用紙搬送方向下流側には、記録
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紙を排紙方向へ送り出すために回転駆動される搬送コロ１２０と拍車１２１を設けている
。さらには、記録紙を排紙トレイ１０６に送り出す排紙ローラ１２３と拍車１２４と、排
紙経路を形成するガイド部材１２５、１２６とを配設している。
【００２４】
　このインクジェット記録装置１００で記録時には、キャリッジ１０１を移動させながら
画像信号に応じて液滴吐出ヘッド１を駆動することにより、停止している記録紙にインク
を吐出して１行分を記録し、その後、記録紙を所定量搬送後次の行の記録を行う。記録終
了信号または記録紙の後端が記録領域に到達した信号を受けることにより、記録動作を終
了させ記録紙を排紙する。
【００２５】
　また、キャリッジ１０１の移動方向右端側の記録領域を外れた位置には、液滴吐出ヘッ
ド１の吐出不良を回復するための回復装置１２７を配置している。回復装置１２７はそれ
ぞれ図示していないキャップ手段と吸引手段とワイピング手段とを有している。キャリッ
ジ１０１は印字待機中にはこの回復装置１２７側に移動されてキャッピング手段で液滴吐
出ヘッド１をキャッピングして吐出口部を湿潤状態に保つことによりインク乾燥による吐
出不良を防止する。また、記録途中などに記録と関係しないインクを吐出することにより
、全ての吐出口のインク粘度を一定にし、安定した吐出性能を維持する。
【００２６】
　更に、吐出不良が発生した場合等には、キャッピング手段で液滴吐出ヘッド１の吐出口
（ノズル）を密封し、チューブを通して吸引手段で吐出口からインクとともに気泡等を吸
い出す。続いて、吐出口面に付着したインクやゴミ等はワイピング手段により吐出口面を
払拭することで除去され、吐出不良が回復される。また、吸引されたインクは、本体下部
に設置された廃インク溜（不図示）に排出され、廃インク溜内部のインク吸収体に吸収保
持される。
【００２７】
　次に、本実施形態の液滴吐出ヘッド１について説明する。図３は、本実施形態の液滴吐
出ヘッド１の一部分の断面説明図である。図３（ａ）は、液滴吐出ヘッドの幅方向の断面
説明図を示し、便宜上、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋの４色のうちの１色に対応するインク滴吐出機構
部のみ示している。また、図３（ｂ）は、液滴吐出ヘッド１の加圧液室の配列方向（以下
、ノズル列方向という）の断面説明図を示し、便宜上、２つの加圧液室１２に対応する液
滴吐出機構部のみ示している。この液滴吐出ヘッド１は、薄膜ピエゾの圧電素子５０を用
いたものであり、インク滴を基板の面部（ヘッド面）に設けたノズルから吐出させるサイ
ドシューター方式の例を示すものである。
【００２８】
　液滴吐出ヘッド１のインク滴吐出機構部は、ノズル基板１０、液室基板２０、振動板３
０及び保護基板４０を重ねた積層構造を有している。ノズル基板１０は、厚さ３０～５０
［μｍ］のＳＵＳ基板であり、プレス加工と研磨加工によりノズル１１が形成されている
。このノズル１１は液室基板２０の加圧液室１２と連通している。液室基板２０は、シリ
コン基板上にシリコン酸化膜を介してシリコンが張り合わされたＳＯＩ基板を用いている
。振動板３０はＳＯＩ基板のＳｉ層表面にパイロ酸化法を適用してシリコン酸化膜を形成
されている。この振動板３０の上において、共通電極である下部電極５１、圧電体（ＰＺ
Ｔ）５２、個別電極である上部電極５３の多層構成からなる圧電素子５０が、液室基板２
０をエッチングすることで形成された加圧液室１２に対向する領域に形成されている。下
部電極５１、及び、上部電極５３は白金膜を用いている。
【００２９】
　振動板３０上の下部電極５１、上部電極５３と配線部材５４との層間に配置する層間絶
縁膜５５、及び配線部材５４を保護するための耐湿等としてパッシベーション膜５６が圧
電素子５０の上面及び側面を覆うように配置されている。また、下部電極パッド部５７が
下部電極５１に電気的に接続される配線部材５４に電気的に接続するように設けられ、上
部電極パッド部５８が上部電極５３に電気的に接続される配線部材５４に電気的に接続す
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るように設けられている。
【００３０】
　保護基板４０は下部電極５１及び上部電極５３に電気的に接続される配線部材５４を含
めて圧電素子保護空間を形成する基板であり、共通液室１４の一部であるインク流路５９
となる溝部を有している。更に、保護基板４０の共通液室１４の一部であるインク流路５
９から、液室基板２０の加圧液室へインクを供給する流路となる部分に、振動板３０に供
給孔を複数作製した振動板フィルタ６０を設けている。
【００３１】
　次に、上記インク滴吐出機構部の積層構造の製造方法について、製造工程を示す工程断
面図である図４及び図５に従って説明する。
　先ず、図４（ａ）に示すように、厚み４００［μｍ］の＜１００＞シリコン基板２０１
の表面に、シリコン酸化膜を０．２［μｍ］及びシリコンを２．０［μｍ］を張り合わせ
たＳＯＩ基板を用いる。このＳＯＩ基板表面にパイロ（Ｗｅｔ）酸化法によりシリコン酸
化膜２０２を０．３［μｍ］形成し、これを振動板３０とする。その後、図４（ｂ）に示
すように、下部電極５１となる白金（Ｐｔ）層２０３をスパッタ法により０．２［μｍ］
成膜し、パターニングする。更に、図４（ｃ）に示すように、ゾルゲル法により圧電体５
２となる圧電体層２０４を２［μｍ］成膜し、さらに上部電極５３となる白金（Ｐｔ）層
２０５を０．１［μｍ］成膜する。その後、リソエッチ法により上部電極５３となる白金
（Ｐｔ）層２０５、及び、圧電体５２となる圧電体層２０４をパターニングする。この上
部電極５３となる白金（Ｐｔ）層２０５のパターニング工程で、温度センサとしての測温
抵抗体(不図示）を同時に作製する。
【００３２】
　次に、図４（ｄ）に示すように、プラズマＣＶＤ法により層間絶縁膜５５となる絶縁体
層２０６を０．３［μｍ］成膜し、リソエッチ法により配線コンタクトを取るためのビア
ホール２０７を形成する。絶縁体層２０６には、上導通部２０８、下導通部２０９及び貫
通部２１０がパターニングされている。上導通部２０８は、次に形成する配線部材５４と
上部電極５３との導通部であり、下導通部２０９は、バイパス配線部材である下部電極パ
ッド部５７と下部電極５１との導通部である。また、貫通部２１０は、共通液室１４から
加圧液室１２へのインク流路５９となる開口部である。
【００３３】
　更に、図４（ｅ）に示すように、アルミ材料により、配線部材５４となる引き出し電極
層２１１を形成する。この引き出し電極層２１１は、圧電体５２の駆動による振動板３０
の振動による応力を受けるので、振動により断線しないように、やわらかいアルミ材料を
使い、１［μｍ］程度の厚い膜厚で形成されている。
【００３４】
　次に、図４（ｆ）に示すように、引き出し電極層２１１保護のためのパッシベーション
膜５６としてプラズマＣＶＤ法によるシリコン窒化膜２１２を２［μｍ］成膜し、パター
ニングする。そして、振動板３０となるシリコン酸化膜２０２のインク供給孔となる部分
を事前にエッチングする。単にインク供給孔を開口するのではなく、ノズル１１の内径よ
り小さい複数の供給孔を振動板の部材に形成して振動板フィルタ６０を形成する。供給孔
を形成するマスクを変えるだけで、作製プロセスは大きな開口を作るのと同じであるため
、コストアップすることなく異物侵入防止の振動板フィルタ６０を作製することができる
。
【００３５】
　その後、図５（ａ）に示すように、金をメッキ法により積層して、個別電極パッド部と
なる上部電極パッド部５８と、共通電極パッド部となる下部電極パッド部５７とを同時に
形成する。上部電極パッド部５８及び下部電極パッド部５７を金で形成することで、図示
しないドライバ回路との電気的接続を低温のワイヤボンディングで接続している。また、
金は抵抗値が低く、上部電極５３及び下部電極５１の抵抗値を下げる効果が大きい。更に
、下部電極パッド部５７は、上部電極パッド部５８と形成工程を分けて形成してもよく、
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パッド部の材料として銅、アルミなどを使用することもできる。その場合は、外部と保護
されていない上部電極パッド部５８には腐食から保護する保護層が必要となる場合もある
。
【００３６】
　その後、図５（ｂ）に示すように、別途ガラス基板をブラスト加工で柱を形成した保護
基板４０を、パッシベーション膜となるシリコン窒化膜２１２側に接合する。そして、図
５（ｃ）に示すように、保護基板４０を接合した側とは反対側のシリコン基板２０１の表
面を、シリコン基板２０１が液室基板２０とする所望の厚さとなるまで研磨する。保護基
板４０としては、シリコン基板にリソエッチ法で凹部を加工したものでも良く、シリコン
基板をＴＭＡＨ、ＫＯＨなどのアルカリエッチング液を用いたウェットエッチングにより
加工したものでも構わない。また、樹脂モールドやメタルインジェクションモールドなど
の成型部品でも構わない。また、ドライバ回路をアクチュエータ基板上に一体形成する際
に、パイロ酸化法で形成した酸化膜をＬＯＣＯＳ酸化法で形成し、酸化膜の形成領域を選
択することで、駆動回路を同一基板上に形成することもできる。
【００３７】
　その後、図５（ｃ）に示すように、シリコン基板２０１から形成した液室基板２０の反
対面にＩＣＰドライエッチングにより加圧液室１２、流体抵抗部１３及びインク供給部と
なる凹部を形成する。最後に、図５の（ｄ）に示すように、別途厚さ３０～５０［μｍ］
のＳＵＳ基板にプレス加工と研磨加工によりノズル１１を形成したノズル基板１０を液室
基板２０の流路隔壁形成面に接着する。圧電素子５０の上部電極５３及び下部電極５１と
接続された配線部材を駆動回路に接続する。これにより、図３に示す、液滴吐出ヘッド１
のインク滴吐出機構部となる積層構造が完成する。
【００３８】
　図６は、液滴吐出ヘッドの他の一部分を構成する成形体８５の分解斜視図である。また
、図７は、液滴吐出ヘッドの他の一部分を構成する成形体８５の断面図を示している。上
述のインク滴吐出機構部の保護基板４０側に、この成形体８５を接合することで、積層構
造により形成されるインク滴吐出機構部へのインク供給路を形成する。成形体８５は、共
通液室１４の上部を形成する共通液室構成部材７０と、インクタンク（不図示）から共通
液室１４へのインク流路と成る連通管８１を有するハウジング部材８０とを有している。
なお、図６，７では、４色全てのインク供給路を示している。
【００３９】
　共通液室構成部材７０は、矩形状の金属板７１と長尺形状の包囲壁部材７２とから構成
されている。金属板７１には、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋの各色に対応して４個のスリット状開口７
３が形成されている。
【００４０】
　金属板７１の材料としては、ステンレンススチールが用いられて、プレス加工により形
成される。金属板７１には、スリット状開口７３の延びる方向中央部にこのスリット状開
口７３を横断する隆起状骨部７４が形成されている。
【００４１】
　図７に示すよう、隆起状骨部７４は、金属板７１から起立されてスリット状開口７３を
間において対向する一対の起立壁部７４ａを有している。また、一対の起立壁部７４ａの
頂部からスリット状開口７３を横断する方向に屈曲されて、一対の起立壁部７４ａを互い
に連結する頂壁部７４ｂとを有している。頂壁部７４ｂには、後述する連通管８１を共通
液室１４と連通する貫通孔７４ｃが形成されている。隆起状骨部７４は、金属板７１それ
自体の強化を図る役割を果たす役割、連通管８１を金属板７１に据え付け固定する役割、
包囲壁部材７２の形状安定性を保つ役割を果たす。
【００４２】
　包囲壁部材７２は、端部に向かって加圧液室側に狭窄した形状の部材であり、図８に示
すように、金属板７１と協働してその内部に共通液室１４の上部を構成している。包囲壁
部材７２の材料には、熱可塑性エラストマー樹脂が用いられている。包囲壁部材７２の壁
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の厚さは、例えば０．１［ｍｍ］以上、０．３［ｍｍ］以下であり、そのヤング率は、例
えば２［メガパスカル］以下である。包囲壁部材７２は、金属板７１をインサートして成
形することにより金属板７１と一体的な共通液室構成部材７０に形成される。
【００４３】
　ハウジング部材８０と連通管８１とは、熱可塑性エラストマー樹脂とは異なる樹脂材料
、例えば、耐腐食性を有するポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ樹脂材料）を用いて、
射出成形により共通液室構成部材７０に一体的に形成される。ポリフェニレンサルファイ
ドには、ガラス繊維が５０重量％ないし６０重量％程度充填されている。
【００４４】
　これにより、金属板７１の線膨張係数にポリフェニレンサルファイドの線膨張係数が極
力近づけられ、金属板７１とハウジング部材８０との間の温度に起因する歪の発生の防止
が図られ、金属板７１が極力変形しない構造とされている。
【００４５】
　連通管８１は、その上部にインクタンク（不図示）に連通する開口８１ａが形成されて
いると共に、その下部に貫通孔７４ｃを介して共通液室１４内と連通する開口８１ｂが形
成されている。
【００４６】
　この液滴吐出ヘッドでは、共通液室構成部材７０の金属板７１のスリット状開口７３と
、保護基板４０のインク流路５９とが連通するよう接合することで、加圧液室１２に連通
する共通液室１４を形成している。
【００４７】
　ここで、従来の液滴吐出ヘッドの課題について説明する。
　液滴吐出ヘッドでは、インクカートリッジの交換時等にインクに気泡が混入することが
ある。インクに気泡が混入すると、アクチュエータを駆動してインクを昇圧しても所定の
圧力にならずに吐出不良を引き起こす場合がある。このような吐出不良を抑制するために
、液滴吐出ヘッド内のインクに混入した気泡を排出すること不可欠となる。インクジェッ
ト記録装置の回復装置１２７の吸引手段(不図示）によりノズルから吸引することで排出
している。特に、インクタンクに大気解放弁を設けずにインクタンクを小型化した液滴吐
出ヘッドなどでは、インクカートリッジの交換時に混入した気泡を、インクジェット記録
装置の回復装置１２７の吸引手段(不図示）によりノズルから吸引することで排出してい
る。このため、気泡排出性を向上させることは重要な課題になっている。
【００４８】
　一方、インクジェット記録装置で、液滴吐出ヘッドから吐出したインク液滴を確実に用
紙に着弾させるために、液滴吐出ヘッドの下面に形成したノズルから重力方向に向けてイ
ンク液滴を吐出することが好ましい。また、インク液滴の吐出方向が重力方向であること
は、インク液滴を吐出した時に発生したミストがノズルに戻り、ノズル面を汚すことで吐
出曲りや不吐出を発生させることを抑制するという点でも好ましい。
【００４９】
　このような液滴吐出ヘッドでは、インクに混入した気泡を排出する際、吸引手段により
ノズルから重力方向下方に向けてインクを吸引しており、インクより軽い気泡を共通液室
１４から下方の加圧液室１２に流して排出することになる。ここで、良好な気泡排出性を
得るには、気泡を流しきるだけの流速とすることと、気泡が重力方向上部に滞留しない流
路形状が必要となっている。
【００５０】
　気泡を流しきるだけの流速を得るには、共通液室１４のインク流路の断面積を小さくし
て流速を上げることが好ましい。しかし、単にインク流路の断面積を小さくするだけでは
、流体抵抗値が高くなり、吐出滴量が多くなった時に圧力損失による過負圧でノズルから
の気泡の巻き込みが生じやすい。また、共通液室１４での圧力干渉が大きくなり各ノズル
からの滴速度のバラツキの原因になる。そこで、共通液室１４に圧力緩衝用のダンパ機構
を設けたり、流量が少なくなる端部に向かって共通液室１４の断面積を小さくするよう、
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ノズル列方向端部に向かって共通液室１４の幅が狭くしたりすることは知られている。
【００５１】
　さらに、本実施形態の液滴吐出ヘッド１では、気泡が重力方向上部に滞留しない流路形
状としている。
　図８は、本実施形態の液滴吐出ヘッド１のインク流路を模式的に示したノズル列方向の
断面説明図である。共通液室１４は、その上部が金属板７１と包囲壁部材７２とからなる
共通液室構成部材７０で形成され、その下部が保護基板４０のインク流路５９で形成され
ている。共通液室１４の最上部を構成する包囲壁部材７２は、端部に向かって加圧液室１
２とは反対側の内壁面が加圧液室側に接近しており、共通液室１４は端部に向かって重力
方向（図中Ｚ方向）下方となる加圧液室側に狭窄する（以下、Ｚ狭窄という）形状となっ
ている。以下、このＺ狭窄した部分をＺ狭窄部７６という。
【００５２】
　図８に示すように、共通液室１４では、連通管８１を介して共通液室１４内に供給され
たインクが、共通液室１４内をノズル列方向（図中Ｘ方向）の端部に向かって流れていく
。インクに混入した気泡ａがインクの流れで共通液室１４の端部に押し出されたときに、
端部がＺ狭窄していることで、気泡ａは下方の加圧液室１２に向かって流れやすくなる。
これにより、回復装置１２７の吸引手段(不図示）によるノズル１１からのインク吸引時
に、優れた気泡排出性がえられる。
【００５３】
　また、本実施形態の液滴吐出ヘッド１では、加圧液室１２よりも外側の最端部に、共通
液室１４に連通する気泡排出用ダミー液室１５を設けて気泡排出性を向上させている。気
泡排出用ダミー液室１５については、後で詳細に説明する。
【００５４】
　しかしながら、端部にＺ狭窄部７６を有する共通液室１４では、共通液室に伝播した圧
力変動の反射が端部において著しく大きくなり、これに伴い端部におけるクロストークが
大きくなる。ここで、液滴吐出ヘッド１は、包囲壁部材７２の材料として変形可能な熱可
塑性エラストマー樹脂が用いているため、その壁全体が液滴吐出時に加圧液室１２から伝
播した圧力振動を吸収する共通液室１４のダンパ膜としての役割を有している。
【００５５】
　図１３は、端部にＺ狭窄部を設けた共通液室を備えた液滴吐出ヘッドにおける吐出状態
の不具合の一例の説明図であり、ノズル列中央部から吐出されたインク滴とノズル列端部
から吐出されたインク滴の吐出状態を撮影したものである。この液滴吐出ヘッドでは、共
通液室の端部に向かうに従い、クロストークの影響で吐出速度が徐々に遅くなるという現
象が発生している。
【００５６】
　そこで、本実施形態の液滴吐出ヘッド１では、共通液室１４の端部のＺ狭窄部７６に対
応するよう、加圧液室１２側の端部にダンパ機構を設けている。以下、実施例１～４に基
づき説明する。
＜実施例１＞
　図９は、実施例１の液滴吐出ヘッド１の加圧液室１２を振動板３０側から見た模式図で
ある。各加圧液室１２は、振動板フィルタ６０を介して、共通液室１４の最下部を形成す
る保護基板４０のインク流路５９に連通している。加圧液室１２よりも外側のノズル列方
向の最端部には、第１のダミー液室としての気泡排出用ダミー液室１５を備えている。気
泡排出用ダミー液室１５は、気泡排出用ノズル１８に連通し、保護基板４０のインク流路
５９との連通部に、振動板３０に形成した大きな開口６１を有している。気泡排出用ダミ
ー液室１５は、インク流路５９との連通部を他の加圧液室１２のように振動板３０に形成
した小さい複数の供給孔からなる振動板フィルタ６０ではなく、大きな開口６１とするこ
とで、共通液室１４から気泡を進入し易くしている。
【００５７】
　さらに、気泡排出用ダミー液室１５には、他の加圧液室１２のような島形状の流体抵抗
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部１３を設けておらず、液室幅の寸胴形状にすることで、内部の流体抵抗値を小さくして
インクを流れ易くしている。このため、回復装置１２７の吸引手段(不図示）による気泡
排出用ノズル１８からの吸引時に、気泡排出用ダミー液室１５内の流速を上げることがで
き、より気泡が排出しやすくなる。すなわち、気泡排出用ダミー液室１５は、画像形成の
ためのインク滴吐出には用いないダミー液室であり、このような気泡排出用ダミー液室１
５を備えることで気泡排出性が向上する。
【００５８】
　また、ノズル列方向で加圧液室１２よりも外側で、気泡排出用ダミー液室１５よりも内
側には、ダンパ機構を設けている。具体的には、気泡排出用ダミー液室１５と加圧液室１
２との間の領域の、共通液室１４の下部を構成するインク流路５９に対応する部分の振動
板３０を、共通液室１４内の圧力変動により変形するダンパ膜の機能を担う振動板ダンパ
６２として用いる。振動板ダンパ６２に対応する液室基板２０には振動板ダンパ６２が変
形するための凹状の空間（不図示）を形成する。なお、ダンパ膜として機能する振動板ダ
ンパ６２の厚みは、良好な変形能を得るために、その厚みを振動板３０の他の領域よりも
薄くすることが好ましい。
【００５９】
　この構成では、共通液室１４のＺ狭窄部７６における圧力変動を、加圧液室１２よりも
外側の共通液室の加圧液室側の壁面を形成する振動板ダンパ６２が、液室基板２０に形成
された凹状の空間（不図示）側に変形することで緩和される。このように、共通液室１４
の端部のＺ狭窄部７６に対応して、共通液室１４の加圧液室側の壁面を用いてダンパ機構
を設けることで、Ｚ狭窄したことによる圧力干渉を大きく緩和できる。このため、端部に
おけるクロストークを良好に抑制することができ、良好な吐出性能が得られる。
　本発明者らの実験によれば、上述の図１３に示す、ノズル列方向端部に向かって滴速度
が低下する現象が、ノズル列中央部におけるバラツキと同程度に抑えられた。
【００６０】
＜実施例２＞
　図１０は、実施例２の液滴吐出ヘッドの加圧液室を振動板側から見た模式図である。実
施例２は、ノズル列方向で加圧液室１２よりも外側となる端部に、画像形成のためのイン
ク滴吐出には用いないダミー液室を３つ形成する。これらのうち、最端部のダミー液室を
気泡排出用ダミー液室１５（第１のダミー液室）として用い、他の２つのダミー液室をダ
ンパ用ダミー液室１６（第２のダミー液室）として用いてダンパ機構を構成するものであ
る。ノズル列方向の最端部となる気泡排出用ダミー液室１５の構成は実施例１と同様であ
り、この気泡排出用ダミー液室１５を介して気泡を排出しやすくなることで、気泡排出性
が向上する。
【００６１】
　ダンパ機構として用いるダンパ用ダミー液室１６は、共通液室１４の下部を構成するイ
ンク流路５９との連通部を振動板３０で閉鎖する。この閉鎖した部分の振動板３０を、対
応する共通液室１４内の圧力変動により変形するダンパ膜の機能を担う振動板ダンパ６２
として用い、振動板ダンパ６２に閉鎖されたダンパ用ダミー液室１６内の空間を振動板ダ
ンパ６２が変形するための空間として用いる。すなわち、ダンパ用ダミー液室１６は、内
部にインクが供給されてインク滴が吐出される液室ではなく、ダンパ機能を有する第２の
ダミー液室である。なお、ダンパ膜として機能する振動板ダンパ６２の厚みは、良好な変
形能を得るために、その厚みを振動板３０の他の領域よりも薄くすることが好ましい。
【００６２】
　この構成では、共通液室１４のＺ狭窄部における圧力変動は、Ｚ狭窄部７６の下部に配
置されたダンパ用ダミー液室１６の振動板ダンパ６２が、ダンパ用ダミー液室１６内部の
空間側に変形することで緩和される。このように、共通液室１４の端部のＺ狭窄部７６に
対応して、加圧液室１２側にダンパ機構を設けることで、Ｚ狭窄したことによる圧力干渉
を大きく緩和でき、端部におけるクロストークが抑制される。本発明者らの実験によれば
、上述の図１４に示す、加圧液室列端部に向かって滴速度が低下する問題が、加圧液室列
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内のバラツキと同程度に抑えられた。
【００６３】
　また、ダンパ用ダミー液室１６は、加圧液室１２と同様の流体抵抗部１３を形成するこ
とが好ましい。これにより、ダンパ用ダミー液室１６の構造体としての剛性を確保すると
共に、加圧液室１２と同じ液室構成を繰り返すことで、端部の加圧液室１２の吐出特性が
バラツクことを抑えることができる。液室基板２０の流路形成エッチング時には、パター
ン変化でエッチングムラが発生するので、上記構成のダンパ用ダミー液室１６を形成する
ことで、端部特有のエッチングムラを防止する効果が得られる。このため、ダンパ用ダミ
ー液室１６は、加圧液室１２に近い構成を繰り返すことが好ましい。
【００６４】
　なお、図１０では、気泡排出用ダミー液室１５を１つ、ダンパ用ダミー液室１６を２つ
設けた構成を図示しているが、各液室の数はこれに限ったものではない。気泡排出性を向
上させるために、最端部は気泡排出用ダミー液室１５を配置することが適しているが、そ
れ以外では、ダンパ用ダミー液室１６と気泡排出用ダミー液室を交互に設ける入れ子にし
ても良いし、数を増やしても良い。
【００６５】
＜実施例３＞
　図１１は、実施例３の液滴吐出ヘッドの加圧液室を振動板側から見た模式図である。実
施例３では、実施例２の構成で、２つのダンパ用ダミー液室１６のインク流路５９と対向
する部分の流路隔壁を取り除き、連結部を振動板３０で閉鎖して振動板ダンパ６２を形成
したものである。これにより、振動板ダンパ６２とそれに対応する空間の面積が広がり、
ダンパ機構のコンプライアンスを大きく取ることができ、共通液室のＺ狭窄部における圧
力変動がより良好に緩和される。また、インク流路５９と対向する部分以外の流路隔壁を
残すことで、ダンパ用ダミー液室１６の構造体としての剛性を確保すると共に、端部の加
圧液室１２の吐出特性がバラツクことを抑えることができる。この構成は、液室基板２０
のマスクパターンを変更するだけで、プロセス変更はないため、容易に実現することがで
きる。
【００６６】
　なお、図１１では、２つのダンパ用ダミー液室１６を連結させて、振動板ダンパ６２の
面積を広げているが、連結させるダンパ用ダミー液室１６の数は増やしても良い。また、
上記実施例２と同様に、ダンパ用ダミー液室１６と気泡排出用ダミー液室１５を入れ子に
しても良いし、数を増やしても良い。
【００６７】
＜実施例４＞
　図１２は、実施例４の液滴吐出ヘッドの加圧液室を振動板側から見た模式図である。実
施例４では、ノズル列方向で,加圧液室よりも外側となる端部に、５つの画像形成に関与
しないダミー液室を形成している。加圧液室と隣接するダミー液室１７は、振動板フィル
タ６０を形成せずに、振動板３０に大きな開口６１を形成している以外は、加圧液室１２
と同じ流路形状を有している。その端部側に隣接する２つ液室は、上記実施例３と同様の
、インク流路５９と対向する部分の流路隔壁を取り除いて連結した部分を振動板３０で閉
鎖して振動板ダンパ６２としたダンパ用ダミー液室１６である。ノズル列方向の最端部の
２つの液室は、気泡排出用ダミー液室１５で、インク流路と対向する部分の流路隔壁を取
り除いて連結して、大きな開口６１を形成したものである。
【００６８】
　ここで、加圧液室１２と隣接するダミー液室１７には加圧液室１２と同様の流体抵抗部
１３を形成し、加圧液室１２と同じ流路パターンにしている。これにより、液室基板２０
の流路形成エッチング時のパターン変化によるエッチングムラを抑制して、加圧液室１２
端部の吐出特性のバラツキを抑えることができる。この加圧液室１２と隣接するダミー液
室１７は、気泡排出用ダミー液室１５に比べると、内部の流体抵抗は大きいが、加圧液室
１２と比べて気泡が進入しやすいため気泡排出性を向上させることができる。
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【００６９】
　また、ノズル列方向の最端部となる二つの気泡排出用ダミー液室１５を上述のように連
結して、大きな開口６１を形成することで、気泡ａが気泡排出用ダミー液室１５により進
入しやすくなり、気泡排出性が向上する。これらは、液室形成のマスクパターンを変更す
るだけで、プロセス変更はないため、容易に実現することができる。
【００７０】
　以上、本実施形態では、ノズル列方向の中央部の連通管８１である供給口から共通液室
１４内にインクを供給して、ノズル列方向の両端部に向かって共通液室１４内をインクが
流れる、いわゆる、中央供給のＴ字型の共通液室１４を用いて、本発明を説明した。しか
し、このような形状の共通液室に限らず、ノズル列方向の一端部の供給口からインクを供
給し、ノズル列方向の他端部に向かって共通液室内をインクが流れる、いわゆる、端部供
給のL字型の共通液室でも良い。この場合は、共通液室内に流れるインクの流れ方向下流
側となる、供給口とは反対側の端部に向かって、共通液室が加圧液室側に狭窄する形状で
あり、狭窄部に対応する加圧液室側の端部にダンパ機構や、気泡排出用ダミー液室を設け
ればよい。
【００７１】
　また、本実施形態では、端部が加圧液室側に狭窄した形状の包囲壁部材７２を有する共
通液室構成部材７０を、インク流路５９が形成された保護基板４０の上部に接合すること
で端部にＺ狭窄部を有する共通液室を形成している。しかしながら、これに限らず、共通
液室を、配列方向の端部に行くに伴い、配列方向に直交する断面積が小さくなるよう加圧
液室とは反対側の内壁面を加圧液室側に接近させるように形成すれば、共通液室基板を用
いた構成でも構わない。具体的には、端部に向かって加圧液室側に内壁面が接近するよう
な段差を形成する複数の共通液室形成基板を、保護基板４０上に積層して共通液室を形成
することも可能である。このように共通液室基板を積層して上記狭窄形状を形成した構成
においても、狭窄部に対応する加圧液室側の端部にダンパ機構を備えることで、同様の効
果が得られる。しかし、この構成に比べて、本実施形態の構成のほうが、Ｚ狭窄部を有す
る共通液室を形成するには、構造的、コスト的に優れている。
【００７２】
　以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
（態様Ａ）
　複数のノズル１１に連通する複数の加圧液室１２と、加圧液室１２より重力方向上方で
加圧液室の配列方向（ノズル列方向）に延在するように設けられ、加圧液室に連通してイ
ンクなどの液体を供給する共通液室１４と、ノズル１１から液滴を吐出するよう加圧液室
１２に圧力変動を発生させる圧力発生手段とを備えた液滴吐出ヘッド１である。この液滴
吐出ヘッド１において、共通液室１４は、共通液室内に流れる液体の流れ方向下流側とな
る上記配列方向の端部に行くに伴い配列方向に直交する断面積が小さくなるよう加圧液室
１２とは反対側の内壁面を加圧液室側に接近させるように形成し、配列方向で加圧液室１
２よりも外側に延在させた共通液室１４部分の加圧液室側の壁面を変形可能に構成する。
【００７３】
　(態様Ａ）においては、共通液室を配列方向の端部に行くに伴い配列方向に直交する断
面積が小さくなるよう加圧液室とは反対側の内壁面を加圧液室側に接近させることで、共
通液室の端部に押し出された気泡が下方の加圧液室へ流れ易くなり、気泡排出性が向上す
る。また、配列方向で加圧液室より外側に延在させた共通液室部分の加圧液室側の壁面を
変形可能に構成することで、共通液室は配列方向の端部において圧力変動を緩和するダン
パ機構を加圧液室側に有するようになる。この端部の加圧液室側のダンパ機構により、上
記共通液室の端部形状に起因する圧力変動を緩和することができる。このため、端部にお
けるクロストークを良好に抑制することができ、良好な吐出性能が得られる。
【００７４】
(態様Ｂ）
　(態様Ａ）において、加圧液室１２の共通液室１４側の壁面を形成する振動板３０を備
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え、振動板の配列方向で加圧液室よりも外側の領域を用いて、上記共通液室部分の加圧液
室側の変形可能な壁面である振動板ダンパ６２などを形成する。これによれば、上記実施
例１について説明したように、加圧液室を形成する振動板を利用して、ダンパ機構の変形
可能な壁面を形成する。この構成では、新たにダンパ機構を形成する部材を用いることな
く、従来の製造工程を用いて、容易に、共通液室の加圧液室側の端部にダンパ機構を形成
できる。
【００７５】
(態様Ｃ）
　(態様Ａ）または（態様Ｂ）において、上記配列方向で加圧液室より外側の最端部に、
気泡排出用ノズル１８に連通し、且つ、加圧液室１２に比べて大きな開口６１を介して共
通液室１４と連通する気泡排出用ダミー液室１５などの第１のダミー液室を設ける。これ
によれば、共通液室内の液体の流れにより共通液室の最端部に押し出された気泡が、他の
加圧液室よりも大きな開口を有する第１のダミー液室に容易に進入して、第１のダミー液
室のノズルより排出される。このように、第１のダミー液室を介して気泡を排出させるこ
とで、気泡排出性が向上する。
【００７６】
(態様Ｄ）
　(態様Ｂ）または（態様Ｃ）において、配列方向で加圧液室１２よりも外側に、共通液
室との連通部を振動板３０で閉鎖したダンパ用ダミー液室１６などの第２のダミー液室を
設け、振動板ダンパ６２など連通部を閉鎖した部分の振動板を用いて、上記共通液室の加
圧液室側の変形可能な壁面を形成する。これによれば、上記実施例２について説明したよ
うに、第２のダミー液室の共通液室との連通部を振動板で閉鎖した部分で、ダンパ機構の
変形可能な壁面を形成し、第２のダミー液室の内部の空間を壁面が変形するための空間と
して用いることができる。この構成では、新たにダンパ機構を形成する部材を用いること
なく、従来の製造工程を用いて容易に共通液室の加圧液室側の端部にダンパ機構を形成で
きる。
【００７７】
(態様Ｅ）
　(態様Ｄ）において、ダンパ用ダミー液室１６などの第２のダミー液室を複数設け、複
数の第２のダミー液室の共通液室との連通部を連結して振動板で閉鎖する。これによれば
、上記実施例３について説明したように、複数の第２のダミー液室の共通液室との連通部
を連結してダンパ機構の面積を大きくすることができ、より効果的に端部の圧力変動を緩
和することができる。また、第２のダミー液室の共通液室との連結部以外の流路隔壁を残
すことで、第２のダミー液室の構造体としての剛性を確保することができる。
【００７８】
(態様Ｆ）
　(態様Ｂ）乃至(態様Ｅ）の何れかにおいて、気泡排出用ダミー液室１５などの第１のダ
ミー液室は、加圧液室１２に比べて共通液室との連通部からノズルまでの流体抵抗が小さ
くなるように形成する。これによれば、第１のダミー液室内で液体の流速を上げることが
でき、第１のダミー液室を介してより気泡が排出しやすくなることで気泡排出性が向上す
る。
【００７９】
(態様Ｇ）
　（態様Ｄ）または（態様Ｅ）において、加圧液室に隣接する位置の第１のダミー液室ま
たは第２のダミー液室の内部の流路形状が加圧液室１２の内部の流路形状と同じである。
これによれば、上記実施例２または４について説明したように、加圧液室列に隣接して、
加圧液室と同じ流路形状を有するダミー液室を設けることで、加圧液室列端部の加工精度
を向上させて、加圧液室列内の吐出バラツキを低減することができる。
【００８０】
(態様Ｈ）
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　(態様Ａ）乃至（態様Ｇ）の何れかの液滴吐出ヘッドと、液滴吐出ヘッドのノズルから
内部の液体を吸引する吸引手段とを備えたことインクジェット記録装置などの画像形成装
置である。これによれば、良好な吐出性能が得られ、高品位の画像を得ることができる。
【符号の説明】
【００８１】
１　　液滴吐出ヘッド
１０　　ノズル基板
１１　　ノズル
１２　　加圧液室
１３　　流体抵抗
１４　　共通液室
１５　　気泡排出用ダミー液室（第１のダミー液室）
１６　　ダンパ用ダミー液室（第２のダミー液室）
１７　　加圧液室と隣接するダミー液室
１８　　気泡排出用ノズル
２０　　液室基板
３０　　振動板
４０　　保護基板
５０　　圧電素子
５１　　下部電極
５２　　圧電体
５３　　上部電極
５４　　配線部材
５５　　層間絶縁膜
５６　　パッシベーション膜
５７　　下部電極パッド部
５８　　上部電極パッド部
５９　　インク流路（共通液室下部）
６０　　振動板フィルタ
６１　　開口
６２　　振動板ダンパ
７０　　共通液室構成部材（共通液室上部）
７１　　金属板
７２　　包囲壁部材
７３　　スリット状開口
７４　　隆起状骨部
７６　　Ｚ狭窄部
８０　　ハウジング部材
８１　　連通管
８５　　成形体
１００　　インクジェット記録装置
１０１　　キャリッジ
１０２　　インクカートリッジ
１０３　　印字機構部
１０４　　給紙機構部
１２７　　回復装置
２０１　　シリコン基板
２０２　　シリコン酸化膜
２０３、２０５　　白金（Ｐｔ）層
２０４　　圧電体層
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２０６　　絶縁体層
２１１　　引き出し電極層
２１２　　シリコン窒化膜
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８２】
【特許文献１】特開２０１３－１６９６８３号公報
【特許文献２】特開２０１１－０５６７２９号公報
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